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新型コロナウイルス感染症対策における臨時休業期間について 

 

 新型コロナウイルス感染症対策のため、各務原市立の学校は下記の通り休業しましたので、通

知します。尚、本通知は４月２２日現在の状況であることを申し添えます。 

 

記 

 

１ 令和元年度中における臨時休業日 

・小学校１年生～５年生、中学校１～２年生：令和２年３月２日（月）～３月２６日（木） 

・小学校６年生：令和２年３月２日（月）～３月２５日（水） 

・中学校３年生：令和２年３月２日（月）～３月 ６日（金） 

 ・各務原特別支援学校：令和２年３月３日（火）～３月２６日（木） 

 

２ 令和２年度中における臨時休業日 

 ・小学校、中学校の全学年：令和２年４月８日（水）～５月３１日（日） 

 ・各務原特別支援学校の全学年：令和２年４月９日（木）～５月３１日（日） 
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